
◆ 令和８年１月２５日（日）

◆ 地域おこし協力隊

◆ 令和７年１２月１７日（水）

　　 ～ 令和８年１月１６日（金）

申 込 期 間

令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ ７ 日
朝 倉 市 総 務 部 人 事 秘 書 課

朝倉市会計年度任用職員選考試験案内
【地域おこし協力隊】

試 験 日

職 種

（令和８年４月１日任用開始）

　耳を澄ますと聞こえる川のせせら
ぎ。虫の音。暗闇の中で光るホタル。
　自然の恵みに囲まれ、自然の中で四
季を感じる生活。
　朝倉市は、福岡県のほぼ中央部に位
置し、２つの鉄道と高速道路、幹線道
路網によって周辺都市へのアクセスが
良好です。また、古くから豊かな自然
と良質な水を活かし、大切にし、水と
ともに発展してきました。

　高木地区は、市北東の山間部に位置し、佐田川、黒川、疣目川の谷筋に集落と段上
の田畑が見られる豊かな自然に囲まれた地区です。しかし、平成２９年７月九州北部
豪雨により河川等が被災し、これまで当たり前だった自然の風景が姿を変えてしまい
ました。
　現在は、復興に向けた事業が進み、河川工事も概
ね完了する見通しで、被災前の風景に戻りつつあり
ます。ホタルや川魚を呼び戻し、清流がせせらぐ川
での水遊びやホタル観賞など、人々が集う姿を取り
戻していくため、河川の環境保全に係る支援をはじ
め、地域課題に取り組む意欲を持った人材を地域お
こし協力隊として募集します。
　河川の環境保全に興味のある方、地域との繋がり
を大事にしながら取り組める方、人と話すのが好き
な方、熱意や意欲がある方の応募をお待ちしています！



１　職種及び任用予定者人数

２　受験資格

次の条件をいずれも満たす人

（１）居住地要件（現在お住まいの住所地） 

　　　　三大都市圏をはじめとする都市地域等（※）にお住まいの方で朝倉市に住民票を

　　　異動することができる人　　

　　　（※）地域要件の詳細については、市に問い合わせをいただくか、

　　　　　総務省「地域おこし協力隊」のwebページに掲載されている

　　　　「特別交付税措置に係る地域要件確認表」をご確認ください。

　　　　https://www.soumu.go.jp/main_content/000862230.pdf

（２）満１８歳以上の人（令和８年４月１日時点） 

（３）令和８年４月１日から勤務できる人

　　　※４月１日からの勤務が困難な場合は、相談に応じます。

（４）普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）を所持し実際に運転出来る人

　　　※任用開始日の前日までの取得見込者を含みます。

（５）パソコンの一般的操作のほか、インターネット環境を職務（活動）に利用でき、

　　　電子メールのやり取り等が日常的に利用できる人

（６）地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当しない人

３　試験日時・会場等

（１）試験日時・会場

　　日　　時：令和８年１月２５日（日）午前８時２０分開始

　　試験会場：朝倉市役所本庁　３階　会議室ほか

　　住　　所：朝倉市甘木２３２番地１（新庁舎）

　　受付場所：本庁３階　大会議室

　　※試験当日は、午前８時２０分までに入室できるように受付を済ませてください。

（２）携行品

　　　受付票、筆記用具（鉛筆・消しゴム）

　　　昼食（面接試験の時間によっては、必要になる場合があります。）

４　試験の内容

※試験はすべて日本語による出題・質問で、それに対する回答・応答もすべて日本語で

　行っていただきます。

※点字又は拡大文字による試験は行いません（拡大鏡は使用できます）。

任用予定人数

１人

作文試験、面接試験

職　務　内　容　等

　朝倉市地域おこし協力隊員は、ホタルや川魚の成育など河川等の環境保
全に係る支援、及び米や梨などの高木地区の特産物を活かした地域振興な
ど、高木地区の地域課題解決を図るため、市民、関係団体等と連携しなが
ら、次の職務（活動）を行います。

【重点業務】
①　高木地区の河川等でホタルや川魚等が生息できる環境づくり支援
②　高木地区の自然環境と特産物を活かした、関係人口を増やしてい
　くための情報発信やイベント等の実施
【一般業務】
①　高木地区コミュニティ協議会の活動支援
②　その他、高木地区の地域課題解決に資すること
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５　受付期間及び受験手続

（１）受付期間

 　令和７年１２月１７日（水）～ 令和８年１月１６日（金）

 　午前８時３０分から午後５時１５分まで

 　（土・日・祝日・年末年始の休日（１２月２７日から１月４日）は除く。）

（２）提出書類

　　・朝倉市会計年度任用職員（地域おこし協力隊員）選考試験申込書

　　・普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）の写し

　　・住民票（現住所が確認できる１ヶ月以内のもの）

　　　※資格免許等が取得見込みの場合は、取得後提出してください。

　　　※資格免許等を取得できなかった場合は、任用を取り消します。

（３）申込方法

① 持参による受験申込

　（２）の提出書類に必要事項を記入・押印の上、朝倉市人事秘書課へ持参し

てください。

　その場で書類の確認・受付をします。受付が完了したら受付票を交付します。

② 郵送による受験申込

a 封筒の表に、｢会計年度任用職員試験申込書在中｣と朱書きしてください。

b 受験申込は、令和８年１月１６日（金）午後５時１５分までに朝倉市人事

秘書課へ必着したもので、書類が完備しているものに限り受け付けます。

なお、締切間近の場合は、必ず速達扱いで郵送してください。

c 受付票は郵送で交付します。

郵送のため、必ず官製はがき８５円(返送先の宛名を記入したもの）を同封

してください。

※令和８年１月２２日（木）までに受付票が届かない場合は、直ちに人事

　秘書課まで連絡してください。

d 書類不備のときは再提出となりますので早めに郵送してください。

（４）申込先

（令和７年１２月２６日まで）

朝倉市役所　総務部　人事秘書課　人事秘書係（本庁３階）

〒 ８３８－８６０１ 福岡県朝倉市菩提寺４１２番地２

（令和８年１月５日以降）

朝倉市役所　総務部　人事秘書課　人事秘書係（本庁４階）

〒 ８３８－８６０１ 福岡県朝倉市甘木２３２番地１

※ ピーポート甘木、朝倉支所および杷木支所での受験申込はできません。

（５）その他

　　　　市からの連絡・通知等はすべて申込書の｢現住所｣ではなく｢通知連絡先｣に行い

　　　ます。

６　任用後の勤務条件等

（１）任用期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

※活動評価により、任用期間満了後、再度の任用を行う場合があります。

　（ただし、最長で任用開始から３年間）。
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※現在の就業状況等を考慮し、任用開始日の変更を行う場合があります。

※採用後１ヵ月間は条件付採用とし、条件付採用期間中に良好な成績

　で職務を遂行したときに正式に採用します。

（２）勤務時間・休暇

① 勤務時間 １日７時間15分・午前８時30分～午後４時45分　休憩1時間　

週４日（29時間）勤務

※時間外勤務及び休日勤務あり

② 休　　日 水曜日・土曜日・日曜日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）

上記休日に勤務した場合は、振替・代休対応

③ 休　　暇 有給休暇（任用期間に応じて付与。１年度につき最大１６日）

特別休暇（忌引、子の看護休暇等）

　※勤務時間や休日は原則であり、勤務の都合上、変更となる場合があります。

（３）報酬　※令和７年度実績（改定の見込みあり）

　①月額報酬

　②期末・勤勉手当

支給あり。手当の額は支給に係る基準日（6月1日又は12月1日）に対する在職期間

を基礎として算出し支給。

　③費用弁償

通勤距離が２㎞以上の場合は、通勤距離及び通勤日数に応じて支給

（４）社会保険等

公務員共済・厚生年金保険・雇用保険に加入

（５）住居等

市で準備する住居に居住。この場合、家賃相当額及び敷金・礼金・仲介手数料に

ついては、市が負担。

※引越に要する費用や住居に係る生活用品、光熱水費、共益費等は自己負担とな

　ります。

※個人で住居を探す場合は、家賃は自己負担となります。

（６）その他

・活動に必要な経費（消耗品・研修参加費等）について、予算の範囲内で市が負

　担します。

・地域おこし協力隊の活動の延長、または今後の定住につながる仕事であれば、

　市が認めるものに限り副業を行うことができます。

・任期終了後に市内に定住し起業する場合、条件により朝倉市地域おこし協力隊

　起業支援補助金（上限１００万円）を活用することができます。

７　問い合わせ先

（１）試験に関すること及び申込みについて

（２）職務内容について

（直通）0946－28－7604

担　当　課

総務財政課

１９０,５００円

電　話　番　号

基本報酬月額

（直通）0946－28－7592

担　当　課

人事秘書課

電　話　番　号
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